
－１－ 

紀美野町第３回定例会会議録 

 令和７年９月９日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 令和７年９月９日（火）午前９時００分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名 

 第 ２         会期決定の件 

 第 ３         諸般の報告 

 第 ４         仮議長の選任を議長に委任する件 

 第 ５ 議案第 ６７号 令和６年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ６ 議案第 ６８号 令和６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

 第 ７ 議案第 ６９号 令和６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳 

             出決算の認定について 

 第 ８ 議案第 ７０号 令和６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 第 ９ 議案第 ７１号 令和６年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 第１０ 議案第 ７２号 令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳 

             入歳出決算の認定について 

 第１１ 議案第 ７３号 令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 第１２ 議案第 ７４号 令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 第１３ 議案第 ７５号 令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計歳入歳出決算の認 

             定について 

 第１４ 議案第 ７６号 紀美野町火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

 第１５ 議案第 ７７号 紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例につい 

             て 

 第１６ 議案第 ７８号 令和７年度紀美野町一般会計補正予算(第３号)について 
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 第１７ 議案第 ７９号 令和７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

             ２号）について 

 第１８ 議案第 ８０号 令和７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

             について 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第１８まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 德 田 拓 嗣 

               ２番 中 原 和 也 

               ３番 桐 山 尚 己 

               ４番 藤 井 基 彰 

               ５番 上 柏 睆 亮 

               ６番 埴 谷 高 夫 

               ７番 美 野 勝 男 

               ９番 向井中 洋 二 

              １０番 伊 都 堅 仁 

              １１番 美 濃 良 和 

              １２番 七良浴   光 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

            な し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名   氏   名 

            町 長 小 川 裕 康 

            副 町 長 細 峪 康 則 
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            教 育 長 中 野 卓 哉 

            総 務 課 長 曲 里 充 司 

            企画管財課長 髙 田 真 孝 

            住 民 課 長 森 谷 克 美 

            税 務 課 長 調 月 克 久 

            保健福祉課長 森 谷 善 彦 

            子育て推進課長 黒 﨑 智 帆 

            産 業 課 長 吉 見 將 人 

            建 設 課 長 中 前 貴 康 

            まちづくり課長 米 田 和 弘 

            水 道 課 長 長 生 正 信 

            美 里 支 所 長（米  田  和  弘） 

            消 防 長 井 川 豊 一 

            会 計 管 理 者 湯 上 増 巳 

            教 育 次 長 東 浦 功 三 

            代表監査委員 菊 本 邦 夫 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 井戸向 朋 紀 

            事 務 局 書 記 西 本 貴 哉  
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 開 会 

○議長（七良浴 光）    皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、令和７年第３回紀美野町議会定例会を開会します。 

  開議前に議員の失職について御報告申し上げます。 

  北道勝彦議員は、去る８月３１日執行の紀美野町長選挙に立候補したことにより、公

職選挙法第９０条の規定に基づき、８月２６日付で町議会議員の職は自動失職したこと

を報告いたします。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（七良浴 光）    それでは、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（七良浴 光）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、４番、藤井基彰

議員、５番、上柏睆亮議員を指名します。 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（七良浴 光）    日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から調査結果を報告願います。 

  向井中洋二委員長。 

（議会運営委員長 向井中洋二 登壇） 

○議会運営委員長（向井中洋二）    おはようございます。それでは委員長報告をさ

せていただきます。 

  去る９月４日、議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告い

たします。 

  会期は本日から２６日までの１８日間とし、会期中の会議予定につきましては、お手

元に配付の会期日程表のとおりであります。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 向井中洋二 降壇） 

○議長（七良浴 光）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から９月２６日までの１８日間とし
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たいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は本日から９月２６日までの１８日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（七良浴 光）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告書、また教育委員会から令和６年度事

務事業分事務執行状況点検評価報告書が提出されています。お手元に配付のとおりであ

ります。御了承願います。 

  次に、本日までに受理した請願及び陳情は、お手元にお配りしました請願・陳情文書

表のとおり、請願については産業建設常任委員会に、また陳情については総務文教常任

委員会に付託しましたので報告します。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

  小川町長。 

（町長 小川裕康 登壇） 

○町長（小川裕康）    皆さん、おはようございます。 

  それでは、議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして、一言御挨拶並

びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、令和７年第３回紀美野町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位をは

じめ、関係者の皆様方には何かと御多忙中にもかかわりませず、御出席を賜り、開会の

運びとなりましたことに対して、心より厚く御礼を申し上げます。 

  さて、私事で恐縮ではございますが、先般の町長選挙におきまして、多くの町民の皆

様から温かい御支持を賜り、再び町政を担当させていただくことになりました。その重

責を痛感するとともに、町民の皆さんと共に新しい紀美野町を築いていく決意を新たに

しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

  当町には人口減少や高齢化、財政の厳しさといった大きな課題が山積しております。

一方で、喜ばしいことがございます。紀美野に吹く創業の風という見出しで朝刊の和歌

山版に紹介されていた記事です。 
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  この５年間にカフェなど７４ものを新規の事業所が創業され、その半数近くが移住さ

れた方々が新規創業されたという内容でございます。大変うれしいことであります。紀

美野町には生石高原や貴志川など、美しい自然や、多くの方々を引きつける魅力がある

んだということを改めて認識いたしました。 

  また、昨日第２０回オーライ！ニッポン大賞の発表があり、ＮＰＯ法人きみの定住を

支援する会がオーライ！ニッポン大賞を受賞されることが決定いたしました。 

  この賞は都市と農山漁村の共生・対流推進会議、オーライ！ニッポン会議とも言われ

ますが、そこが決定するもので、グランプリ１件、大賞３件などが決定され、昨日８日

に発表があったものです。 

  長きにわたり、紀美野町の移住・定住施策を支えてきてくれた、きみの定住を支援す

る会の熱心な活動が認められたものだと思います。本当にうれしいことであります。き

みの定住を支援する会の皆さんには心からお喜びを申し上げ、これからも頑張っていた

だけるものと大いに期待いたしております。 

  課題の中にこそ可能性があり、挑戦することで未来を切り開くことができます。私は

町民の皆さんの先頭に立って、まちづくりを力強く進めてまいる覚悟であります。 

  その具体的な柱として、子育て県下一の町を続け、紀美野町の未来を担うこどもたち

が、元気にのびのびと育ち、こどもたちに紀美野町が一番好きと言ってもらえるよう、

教育の充実を図ってまいります。 

  また、町民の皆さんが住み慣れた地域で安心して幸せに暮らせるよう、福祉の充実を

図ってまいります。 

  さらに、令和５年６月の大水害を経験して、それらを教訓として災害に強いまちづく

りを推進し、町民の生命と財産を守る安全・安心の基盤を確立してまいります。 

  そして町の基幹産業である農業は大変厳しい状況にあります。この状況を少しでも打

開し、農林・商工・観光の振興と雇用の場の確保に努め、地域経済の活性化に尽力して

まいります。 

  私はこれらの政策を町民の声に耳を傾けながら、一つずつ実行してまいります。議員

各位の御理解と御協力を賜り、町民の皆さんと共に紀美野町の新しい未来を切り開いて

まいります。 

  さて、８月３０日には下神野小学校において、総合防災訓練が実施されました。小学

生や中学生をはじめ、多くの地域住民の皆様が参加され、大変有意義な訓練であったと
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聞いております。 

  このような訓練を通して防災・減災への意識を高め、日頃から、もしもに備えた対策

をしっかり整えていただきますようお願いいたします。 

  ９月、１０月は台風襲来の時期であります。町といたしましては、万全の準備を整え、

緊張感を持って対応してまいる覚悟であります。 

  また、去る６日、７日には敬老会を開催させていただきました。美里地区・野上地区

を合わせて約５４０名の皆様に御出席いただきました。何のトラブルもなく、皆様方は

お帰りの際、大変よかったよ、楽しかったよと笑顔で帰っていかれました。議員の皆様

方には、御来賓として２日間御臨席いただき、誠にありがとうございました。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第６７号から議案第８０号までの１４

件であります。令和６年度の一般会計並びに特別会計と歳入歳出決算認定の承認をいた

だく案件が９件、条例の一部を改正する案件が２件、令和７年度一般会計及び特別会計

の補正予算に関する案件が３件であります。この後、担当課長より詳しく御説明申し上

げますので、十分御審議の上、原案どおり御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上

げまして御挨拶並びに行政報告とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

（町長 小川裕康 降壇） 

○議長（七良浴 光）    次に、過日、総務文教常任委員会並びに産業建設常任委員

会が町内所管事務調査を行っていますので、各委員長から調査結果について報告願いま

す。 

  総務文教常任委員会、美野勝男委員長。 

（総務文教常任委員長 美野勝男 登壇） 

○総務文教常任委員長（美野勝男）    去る８月７日、総務文教常任委員会の町内所

管事務調査を行いました。 

  最初に、今年度統合に伴い開校となった紀美野中学校を訪問し、学校長より学校要覧

や学校だよりに基づき、学校の概要や現状、教育目標への取組の説明を受けました。 

  新中学校ということで、行事等も改めて見直しながら、今年度は進めているとのこと

で、二、三年かけて紀美野中学校独自の特色を出していきたいとのことでありました。 

  また、今年度から教員業務支援員として１名の配属があり、教員の教材づくりや学校

運営に関する業務をフォローしてくれており、学校としても非常に助かっているとのこ
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とでありました。 

  教育目標に向けた具体的な取組例としては、こどもたちのコミュニケーション力や読

解力習得のためのコミュニケーション・トレーニングとして、「よむ ＹＯＭＵ ワー

クシート」という新聞の切り抜きを使った問題が作成されているシートを活用し、偏っ

た情報とならないよう、世の中の動向や現在の問題に触れるようにしているとのことで

ありました。 

  それから生徒たちの気質として寛容であるというのがよい面で、午後からしか登校で

きないような生徒がいても、違和感なく受け入れられる風潮があり、学校としても非常

にありがたいとのことで、またボランティアに参加してくれる生徒も多いとのことであ

りました。 

  その後の質疑では、委員から地域クラブ活動の外部指導者の状況、免許外教員の状況

などの質疑がありました。 

  その後、校舎内において、統合に当たり、改修した箇所の視察も行いました。 

  続いて、消防本部・消防署の現状について、新しくなった消防庁舎を訪問し、庁舎内

の各部屋や設備について説明を受けながら視察を行いました。 

  また、消防隊の訓練の様子も視察しました。火災現場における救助を想定した訓練で

ありましたが、日々努力されている隊員の様子をかいま見ることができました。 

  その後、質疑で、委員からは、最新の設備となり、女性用更衣室なども設けられてい

るが、今後の女性職員採用の見通しや考え方はどうであるかとの質疑があり、国からも

１本部で５％を目標に採用するよう言われており、当町であれば２人の採用を目指して

いるところではあるが、応募にはつながっておらず、今後も努力していきたいとのこと

でありました。 

  また、せっかく新しくきれいな施設となり、訓練棟もできたので、訓練の様子などを

公開してアピールすれば、女性職員の採用にもつながるのではないかとの質疑があり、

公開についての具体的な予定はないが、まずは消防団の年１回の訓練をこの施設で行い、

団員の方々に施設を見てもらうよう計画しているところであり、また、和歌山県消防学

校でオープンキャンパスが開催された際には、当町からも職員を派遣してアピールして

きたところであるとのことでありました。 

  以上、総務文教常任委員会町内所管事務調査の報告といたします。 

（総務文教常任委員長 美野勝男 降壇） 
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○議長（七良浴 光）    続いて、産業建設常任委員会、上柏睆亮委員長。 

（産業建設常任委員長 上柏睆亮 登壇） 

○産業建設常任委員長（上柏睆亮）    皆さん、おはようございます。 

  去る７月３１日、産業建設常任委員会の町内所管事務調査を行いました。 

  最初に、委員会室にて、のかみふれあい公園の運営について、産業課長及び担当者よ

り説明を受けました。 

  現状として、来園者数については年間平均１５万人程度あったが、令和６年度には１

３万人まで減少していること、木製の大型複合遊具については、令和４年度に大規模修

繕を実施したものの、その後、老朽化が進んでおり、修繕費用の負担が大きくなってい

ること、使用料については収入の柱であるパークゴルフにおいても、高齢化によるプレ

ー人口の減少や、猛暑等の影響により減少が続いているとのことでありました。 

  また、ふれあい館を使用している緑の郷農産物販売グループ、紀美野町商工会、キミ

ノズカフェについては、経営状況の悪化から使用料の一部減免している状況で、時には

相談を受け、改善案を提案してきたものの、結果には結びついていないとのことであり

ました。 

  今後としては、老朽化が進んでいる大型複合遊具のリニューアル、外国人もターゲッ

トとしたパークゴルフ場への誘客、ふれあい館のリニューアル等を検討するとのことで

ありました。 

  その後、ふれあい館を視察しました。 

  続いて、松瀬地内の河北簡易水道事業における取水地を視察しました。 

  水道課長より、河北簡水の事業概要、統合等の経緯、令和５年６月の豪雨災害におけ

る取水場の浸水状況の説明を受けました。 

  委員からは、これまで大きな修繕はなかったかとの質疑がありましたが、特段大規模

な修繕はなかったとのことでありました。 

  引き続き、毛原簡易水道事業における新水源地を視察し、水道課長より毛原簡水の事

業概要、現在の水源地とその問題点・課題、新水源地の移転経緯や工事概要の説明を受

けました。 

  新水源地は年間を通じて水量が安定しており、大雨時でも濁りにくく、適した場所で

あると考えているとのことでありました。 

  その後、美里の湯かじか荘を訪問し、運営状況について、指定管理者である有限会社
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自然の世界社より現状と要望に関する説明がありました。 

  大浴場設備における水漏れへの対策や、現在四つの風呂を１台のろ過器で運用してい

る点の改善、国道沿いの看板の更新、その他主として設備の経年劣化に伴う更新につい

ての要望が多数あり、町として指定管理者がやるべきことと、町がサポートしながら一

緒にやるべきことを分ける必要があるが、町として協力してやるべきことについては、

やっていこうと考えているとのことでありました。 

  続いて、山の家おいしを訪問し、産業課長及び担当者より山の家おいしの概要、管理

運営事業の収支、生石高原登山者数及びキャンプ場利用者数の推移についての説明があ

りました。 

  登山者数は令和３年以降、テレビ放送やＳＮＳ等の影響もあり、毎年７万７,０００

人を超えており、令和６年には８万５,０００人を超え、結婚式の前撮りやウエディン

グフォトの撮影などで来られる方もいられるとのことでありました。 

  しかしながら、キャンプ場の利用者については、最近の猛暑やキャンプブームの落ち

着きにより、年々利用者は減っているとのことで、売上収入に少し影響を与えていると

のことでありました。 

  委員からは、来場者数も増えていることから、水の心配はないのかとの質疑があり、

トイレの利用により、かなり厳しい状況であるとのことでありました。 

  また、キャンプ場利用者数は令和３年から半減してるが、コロナ禍によるキャンプブ

ーム到来前より減っているかとの質疑に対しては、そこまでは減っていないとのことで

ありました。 

  最後に、下佐々浄水場を訪問し、西部簡易水道事業における取水地を視察し、水道課

長より浄水場及び新井戸の概要、井戸の築造工法について説明を受けました。 

  井戸の水位は３.５メートル程度で、農業用の堰があるため、常に一定しているとの

ことでありました。 

  以上で産業建設常任委員会町内所管事務調査の報告といたします。 

（産業建設常任委員長 上柏睆亮 降壇） 

○議長（七良浴 光）    次に、一般質問の通告は明日１０日、午後２時までに提出

願います。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

◎日程第４ 仮議長の選任を議長に委任する件 
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○議長（七良浴 光）    日程第４、仮議長の選任を議長に委任する件を議題としま

す。 

  お諮りします。 

  地方自治法第１０６条第３項の規定により、この会期中における仮議長の選任を議長

に委任願いたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  したがって、この会期中における仮議長の選任を議長に委任することに決定しました。 

  この会期中における仮議長に、２番、中原和也議員を指名します。 

◎日程第 ５ 議案第６７号 令和６年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第 ６ 議案第６８号 令和６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

◎日程第 ７ 議案第６９号 令和６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入 

              歳出決算の認定について 

◎日程第 ８ 議案第７０号 令和６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

◎日程第 ９ 議案第７１号 令和６年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

              認定について 

◎日程第１０ 議案第７２号 令和６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

              歳入歳出決算の認定について 

○議長（七良浴 光）    日程第５、議案第６７号、令和６年度紀美野町一般会計歳

入歳出決算の認定についてから、日程第１０、議案第７２号、令和６度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで、６議案を一括議題と

します。 

  説明を求めます。 

  湯上会計管理者。 

（会計管理者 湯上増巳 登壇） 

○会計管理者（湯上増巳）    おはようございます。 

  それでは、ただいま一括議題とされました議案第６７号から議案第７２号について御
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説明申し上げます。 

  令和６年度紀美野町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきましては、去る７月

３０日、８月４日、５日の３日間、監査委員の決算審査を受け、地方自治法第２３３条

第３項の規定に基づき、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものでありま

す。 

  それでは、会計ごとに御説明させていただきます。 

  議案第６７号のみ朗読をさせていただき、以下議案第６８号から議案第７２号の朗読

は省略させていただきます。 

  議案書の１ページをお開きください。 

  議案第６７号、令和６年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により標記決算を別冊により、別紙監査委員の意

見書（写）をつけて、議会の認定に付する。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  それでは、決算書の２ページから７ページ、紀美野町一般会計の歳入について御説明

をさせていただきます。決算書を御覧ください。 

  別冊の分厚い決算書の資料になります。 

  それでは、１款町税、調定額７億８,８０９万６,０４３円、収入済額７億６,７９０

万７３円、前年度よりマイナス１,４５０万１,３３８円、１.９％の減少。不納欠損額

は２２４万９,８９７円でございます。 

  １款１項町民税、調定額２億９,９５５万３,１４１円、収入済額２億９,５２４万５,

８０９円、マイナス２７８万７,５７５円、前年度より０.９％の減少でございます。不

納欠損額２０万６,９６３円。 

  個人住民税の徴収率ですが、現年課税分で９９.４０％、滞納繰越分で３２.６７％で

ございます。 

  １款２項固定資産税、調定額４億６５４万４,７６０円、収入済額３億９,３３９万１,

５３９円、前年度よりマイナス９４５万２,０５０円、２.３％の減少、不納欠損額は１

５２万７,０７８円。固定資産税の現年課税分の徴収率は９９.１１％、滞納繰越分で１

６.４１％でございます。 

  次に、少し飛びまして、１１款地方交付税、調定額、収入済額とも４３億４００万７,

０００円、前年度より１億５,４７２万８,０００円、３.７％の増加、普通交付税で１
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億３,６４３万４,０００円の増加、特別交付税で１,８２９万４,０００円の増加でござ

います。 

  次に、決算書４ページ、５ページを御覧ください。 

  １４款使用料及び手数料、調定額１億６,６９５万１,４７７円、収入済額１億６,４

５２万９,６７７円、前年度よりマイナス３,４９８万４,２２３円、１７.５％の減少で

ございます。主な要因ですが、建設残土処理手数料の減少によるものでございます。収

入未済額は２４２万１,８００円、公営住宅使用料でございます。 

  続きまして、１５款国庫支出金、調定額１７億２,３８１万２,９６８円、収入済額１

３億９,８８０万５８７円、前年度より４億５,５４９万２,６７０円、４８.３％の増加。

収入未済額３億２,５０１万２,３８１円でございます。令和７年度に繰り越された事業

の未収入の特定財源で公共土木施設災害復旧費負担金、社会資本整備総合交付金、地方

創生道整備推進交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金でございます。 

  １６款県支出金、調定額３億２,０９０万４,２３３円、収入済額３億８,７３５万４,

２３３円、前年度よりマイナス１,９７７万２,１３４円、４.９％の減少。収入未済額

５５５万円、地籍調査事業に対する県負担金で令和７年度に繰り越された事業の未収入

の特定財源でございます。 

  １８款寄附金、調定額、収入済額とも２億３,５４３万９,７５８円、前年度より１億

６７４万９,８９５円、８３.０％の増加。一般寄附金で２,５３２万４,５０５円減少、

ふるさとまちづくり応援寄附金で１億３,３５２万４,４００円増加。企業版ふるさと納

税寄附金で１４５万円の減少でございます。 

  １枚めくっていただきまして、決算書の６ページ、７ページを御覧ください。 

  ２２款町債、調定額、収入済額とも２０億４３４万３,０００円、前年度より９億１,

６５６万７,０００円、８４.３％の増加でございます。 

  続きまして、決算書８ページから１１ページ、紀美野町一般会計の歳出について御説

明いたします。 

  １款議会費、支出済額７,９２２万９,３８１円、前年度より６３４万４,７４６円、

８.７％の増加。 

  ２款総務費、支出済額１０億５,２０２万２,８４５円、前年度よりマイナス９,８７

９万１,４７９円、８.６％の減少。 

  ３款民生費、支出済額１７億８,５２７万８１８円、前年度よりマイナス３１６万１,
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６３２円、０.２％の減少、翌年度繰越額は４,８６８万円。住民税非課税世帯臨時特別

給付金給付事業でございます。 

  ４款衛生費、支出済額１１億７,８４０万９,２５６円、前年度よりマイナス５,５９

９万７７２円、５％の減少。 

  ５款農林水産業費、支出済額４億５,４０５万３,５５４円、前年度よりマイナス４,

０７８万２,８２０円、８.２％の減少。翌年度繰越額１,０２９万４,０００円。内訳で

ございますが、地籍調査事業９３７万円、農業用施設整備事業９２万４,０００円でご

ざいます。 

  ６款商工費、支出済額７,４４１万１,４１７円、前年度よりマイナス５,９８２万１,

５６５円、４４.６％の減少。翌年度繰越額２,４００万円。内訳でございますが、プレ

ミアム商品券発行事業１,０８０万円、キャッシュレス決済還元事業１,１００万円、観

光素材魅力向上事業２２０万円でございます。 

  ７款土木費、支出済額１０億４,２９４万１,２４８円、前年度より２億３,０２１万

５１８円、２８.３％の増加。翌年度繰越額は３億１,１７１万円。内訳でございますが、

道路橋りょう費で道路メンテナンス事業１,２０５万円、町道釜滝柴目線道路改良事業

２億７,４２３万円、長谷川改修事業２,５４３万円でございます。 

  次に１１ページにかけまして、８款消防費、支出済額１２億３,８３８万６,２０４円、

前年度より４億１,０８７万４,３１７円、４９.７％の増加です。消防庁舎新築工事費

が主な要因でございます。 

  ９款教育費、支出済額１３億９,５０３万８,７９１円、前年度より８億１,１７２万

６,２５０円、１３９.２％の増加、翌年度繰越額２億１,７８２万４,０００円。内訳で

ございますが、学校給食調理場食缶購入事業３８２万４,０００円、スポーツ公園リニ

ューアル事業２億１,４００万円でございます。 

  １０款災害復旧費、支出済額６億３,０１６万６,２４７円、前年度より５,７５４万

１,３５８円、１０.０％の増加。翌年度繰越額は１,９００万円。内訳でございますが、

河川災害復旧事業で１,４００万円、林道災害復旧事業で５００万円でございます。 

  １１款公債費、支出済額１１億１,６９６万７,８２６円、前年度より１６２万８,３

６８円、０.１％の増加。 

  １２款諸支出金、支出済額３億１,５３９万４,６２１円、前年度よりマイナス１,４

６８万６,７２０円、４.４％の減少でございます。 
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  １３款予備費、支出済額はございません。 

  次に、１６２ページ、一般会計実質収支に関する調書をお開きください。 

  歳入総額は１１０億４,４４７万２,７０２円、前年度に比べ１６億４６８万７,１５

９円、１７.０％の増加。 

  歳出総額１０３億６,２２９万２,２０８円、前年度に比べ１３億５,７０７万２,１１

３円、１５.１％の増加。 

  歳入歳出差引額６億８,２１８万４９４円、繰越明許費繰越額３,３３７万６,０００

円、実質収支額は６億４,８８０万４,４９４円でございます。 

  以上が一般会計でございます。 

  続きまして、特別会計でございます。各会計決算書の実質収支に関する調書で御説明

させていただきます。 

  １８６ページをお開きください。国民健康保険事業特別会計の決算について御説明い

たします。 

  歳入総額１２億１,８６５万９,８７３円、前年度よりマイナス４,３１５万６,５３５

円、３.４％の減少でございます。 

  歳出総額１１億９,０４４万３,０８４円、前年度よりマイナス５,６０６万７,４６３

円、４.５％の減少。 

  歳入歳出差引額、実質収支額ともに、２,８２１万６,７８９円でございます。 

  ２０２ページをお開きください。国民健康保険診療所事業特別会計の決算について説

明いたします。 

  歳入総額９,４５５万９,７４５円、前年度より７３７万９,７９７円、８.５％の増加、

歳出総額９,２２３万５,９９４円、前年度より７１７万４０２円、８.４％の増加。 

  歳入歳出差引額、実質収支額ともに２３２万３,７５１円でございます。 

  次に２１６ページをお開きください。後期高齢者医療特別会計の決算について説明い

たします。 

  歳入総額４億２,５０６万８,９５９円、前年度より２,７５０万８,６１８円、６.

９％の増加。 

  歳出総額４億２,２４７万６,９４８円、前年度より２,６６０万７円、６.７％の増加、

歳入歳出差引額、実質収支額ともに２５９万２,０１１円でございます。 

  続きまして、２４２ページをお開きください。介護保険事業特別会計の決算について
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説明いたします。 

  歳入総額１７億９,２０２万７,６９９円、前年度よりマイナス４,２６６万６,７８６

円、２.３％の減少。 

  歳出総額１７億２,２９４万９,３０４円、前年度よりマイナス７,７５０万３６９円、

４.３％の減少。 

  歳入歳出差引額、実質収支額ともに６,９０７万８,３９５円でございます。 

  続きまして２５４ページをお開きください。のかみふれあい公園運営事業特別会計の

決算について説明いたします。 

  歳入総額４,３４７万８,６８６円、前年度より４４０万４,７８０円、１１.３％の増

加、歳出総額４,３３７万８,６８６円、前年度より４４０万４,７８０円、１１.３％の

増加。 

  歳入歳出差引額、実質収支額ともに１０万円でございます。 

  次に、財産に関する調書について説明いたします。 

  まず、２５６ページから２６１ページにかけまして、公有財産、土地及び建物の調書

でございます。 

  次に２６２ページをお開きください。山林・有価証券・出資による権利について記載

しております。 

  １枚めくっていただき、２６６ページの債権を御覧ください。 

  債権の決算年度末現在高は２億７,５４６万２,０００円でございます。 

  旧美里町歳計外資金損害賠償及び損害金が２億７,３２６万２,０００円、災害援護資

金県費貸付金が２２０万円でございます。 

  続きまして２６７ページ、基金残高を御覧ください。 

  各基金ごと、決算年度中の増減による決算年度末現在高を記載しています。基金の決

算年度末現在高の合計は、前年度より４億７,４２０万１,０００円減少の２８億７,８

８９万３,０００円でございます。 

  次に、２６８ページを御覧ください。 

  こちらは定額基金の運用状況について記載しています。 

  以上で、議案第６７号から議案第７２号及び財産に関する調書の説明とさせていただ

きます。 

（会計管理者 湯上増巳 降壇） 
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○議長（七良浴 光）    説明が終わりましたので、決算審査の結果について報告を

求めます。 

  菊本代表監査委員。 

（代表監査委員 菊本邦夫 登壇） 

○代表監査委員（菊本邦夫）    ただいま会計管理者から、令和６年度の決算につい

て報告がございましたので、私から審査報告をさせていただきます。 

  １０ページから１７ページを御覧ください。 

  令和７年７月３０日から８月２６日にかけて紀美野町役場特別室において、桐山監査

委員と私の２人で審査を行いました。意見書は次のとおりです。 

  令和６年度紀美野町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、令和６年度紀美野町一般会計及び特別会

計歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。 

  審査対象は、令和６年度紀美野町一般会計及び五つの特別会計決算及び関係帳簿等で

す。個々に審査報告を申し上げるのが本当ではございますが、一括して審査の総括的意

見で御勘弁をお願い申し上げます。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、関係帳簿により出納証書類を照査の上、その内

容についても慎重に審査した結果、本決算は正確であるものと認めました。 

  一般会計における歳入においては、滞納分の町税について、個人住民税及び固定資産

税で徴収率の低下を認めました。安定した行財政運営のため、引き続き徴収率の向上及

び滞納額の減少に努めていただきますようお願い申し上げます。 

  また、ふるさと納税については、返礼品の充実と掲載サイトの見直し等の取組により、

寄附額が大幅に増加していることから、引き続き制度の充実を図り、さらなる寄附額の

増加につながるよう期待します。 

  歳出においては、令和５年６月２日の豪雨災害復旧に係る支出が今なお続いているこ

とから、引き続き計画的な事業の実施に努めていただきますようお願い申し上げます。 

  また、借地料については施設解体等による減少を認めました。借地料という性質上、

長期間の契約が多いため、引き続き契約年数の見直しや借地の購入など、契約満了後の

方針を事前に検討していくことを望みます。 

  続いて、コミュニティバスの運行やタクシー券の交付をはじめとした交通施策につい

ては、利用者が限定的であることから、費用対効果に課題があることが認められました。
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これらは福祉的な要素が強い行政サービスであることからも、継続性のある事業形態や、

代替サービスへの移行などを検討し、効率的な財政運営に努めていただきますよう、お

願いいたします。 

  国民健康保険税、介護保険料につきましては、滞納分の徴収率の向上を認められまし

たが、滞納分の後期高齢者医療保険料では、徴収率の低下が認められました。 

  高齢化が進む本町において、安定的な事業運営を行うためにも、効果的かつ確実な方

法で保険料の徴収に引き続き努めていただくとともに、歳出については、業務の効率化

を常に検討しつつ、最小の経費で最大の効果が得られるよう事業運営に努めていただき

ますようお願いします。 

  健全化判断比率の財政指標においては、実質公債費比率は元利償還額が増加した結果、

昨年度から０.８ポイント増加となり、将来負担比率は大型建設事業の集中に伴う起債

借入額の増加に加え、基金残高の減少が影響した結果、昨年度から２５.８ポイント大

幅に増加していることを認めました。 

  今後も道の駅等の大型建設事業が検討されており、財政需要は比較的高くなる見込み

であることから、事業の優先度を明確にし、起債の借入れについては計画的に行ってい

ただきますようお願いします。 

  つきましては、引き続き、将来にわたる健全な財政運営に努力され、まちづくりを一

層推進されることを期待します。 

               令和７年８月２６日 紀美野町代表監査委員 菊本邦夫 

                           紀美野町監査委員 桐山尚己 

  以上で、令和６年度紀美野町一般会計・特別会計の決算審査の報告を終わらせていた

だきます。 

  続きまして、１８ページをお開きください。 

  基金の運用状況の審査意見書です。 

  地方自治法第２４１条第５項の規定により基金について審査したところ、その運用状

況に問題なく、また預金証書の額面、利息計算書、その他証票書類が符合したので適正

であるものと認めました。 

               令和７年８月２６日 紀美野町代表監査委員 菊本邦夫 

                           紀美野町監査委員 桐山尚己 

  続きまして、２４ページを御覧ください。 
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  令和６年度財政健全化審査意見書について報告いたします。 

  町長から提出された健全化判断比率、資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を行いました。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率は、いずれも早期

健全化基準を下回っている状況であり、指摘すべき事項は特にございません。 

  また、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正に作成しているものと認めました。 

               令和７年８月２６日 紀美野町代表監査委員 菊本邦夫 

                           紀美野町監査委員 桐山尚己 

  以上で、審査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 菊本邦夫 降壇） 

◎日程第１１ 議案第７３号 令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計歳入歳出決算の 

              認定について 

◎日程第１２ 議案第７４号 令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計歳入歳出決算の 

              認定について 

◎日程第１３ 議案第７５号 令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計歳入歳出決算の 

              認定について 

○議長（七良浴 光）    日程第１１、議案第７３号、令和６年度紀美野町農業集落

排水事業会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１３、議案第７５号、令和６年

度紀美野町西部簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定についてまで、３議案を一括議題

とします。 

  説明を求めます。 

  長生水道課長。 

（水道課長 長生正信 登壇） 

○水道課長（長生正信）    おはようございます。それでは、議案書の７ページをお

開きください。 

  議案第７３号、令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計歳入歳出決算の認定につい

て。 

  地方公営企業法第３０条第４項の規定により標記決算を別冊により、別紙監査委員の

意見書（写）をつけて、議会の認定に付する。 
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                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  別冊の令和６年度紀美野町農業集落排水事業決算書により御説明申し上げます。 

  決算書の１ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町農業集落排水事業決算報告書でございます。 

  農業集落排水事業会計は、令和６年度から公営企業会計を適用しており、本年度が初

めての決算でございます。このため、予算等の勘定科目が異なりますので、前年度との

比較ができない状況を御理解願いたいと思います。 

  収益的収入の決算額は２,２２１万５,６３６円で、支出の決算額は２,７６５万５,３

９１円となり、減価償却費など現金の支出がないものも含まれており、赤字決算となっ

ております。 

  ２ページの資本的収支です。 

  収入の決算額は６６８万８,０００円で、支出の決算額は６６８万７,８３２円で、企

業債償還の支出と償還に対する一般会計からの出資金でございます。 

  次に３ページをお願いします。 

  令和６年度紀美野町農業集落排水事業損益計算書でございます。税抜き表示となりま

す。 

  営業収益でございます。使用料は７４５万４２０円で、税込の調定額で１０万７,８

５０円、１.３ポイントの減少ですが、ほぼ横ばいの状況が続いています。 

  その他営業収益は、町指定業者の登録及び責任技術者の登録手数料で３万５,０００

円です。 

  営業収益の合計は７４８万５,４２０円となります。 

  次に営業費用でございます。 

  管渠費は、下水管の電気料や維持管理委託料で９１万３,９４２円、処理場費は電気

料や浄化槽汚泥の処分、維持管理に要する経費で、５９４万８,１４９円。総係費は人

件費や会計・料金システム等の委託料など事務費用で８３６万４,５６２円。減価償却

費は１,０４３万９,０２１円で、令和６年度当初時点での資産価値を算定し、今年度か

ら減価償却を行っており、現金の支出はございません。営業費用の合計は２,５６６万

５,６７４円となります。 

  営業収支につきましては、１,８１８万２５４円の損失となります。 

  次に４ページをお願いします。営業外収益です。 
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  受取利息及び配当金は、普通預金利息で８８２円。他会計補助金は一般会計からの補

助金で１,０１０万３,０００円。長期前受金は３１８万２,３９４円で、現金の収入は

ありません。 

  雑収益は、施設への新規加入２件分で７０万円。営業外収益の合計は１,３９８万６,

２７６円となります。 

  営業外費用です。 

  支払利息は企業債利息として４８万９,９４１円。雑支出は、特定収入における消費

税調整額２８万１,８３６円。営業外の費用は７７万１,７７７円となります。 

  営業外収支は１,３２１万４,４９９円の利益となり、経常収支は４９６万５,７５５

円の損失となります。 

  これに特別損失として、今年度支給される賞与の前年度引当分の４７万４,０００円

を合わせ、当年度純損失は５４３万９,７５５円で、今年度が初めての決算であること

から、当年度未処理欠損金として同額の５４３万９,７５５円となります。 

  ５ページは、令和６年度の剰余金計算書でございます。 

  当年度変動額は、資本金で、企業債償還のため一般会計から出資を受けており、６６

８万８,０００円の増加で、１億３,４９４万８,２４８円、利益剰余金はマイナスの５

４３万９,７５５円のため、資本合計は１２４万８,２４５円増加の１億６,４０２万９,

７４３円となります。 

  ６ページの欠損金処理計算書でございますが、今年度の決算額の未処理欠損金５４３

万９,７５５円は、翌年度へ繰り越すものでございます。 

  ７ページを御覧ください。貸借対照表でございます。 

  固定資産につきましては、令和６年度当初時点での現在価値を算定し、計上しており、

残りの減価償却年数により償却を行っております。 

  償却累計額は今年度からのため決算額を計上しております。 

  ２２ページに明細書を添付してございます。 

  固定資産合計は２億８,０６５万５,３１５円です。 

  流動資産につきまして、現金預金は普通預金６０２万１,００５円です。 

  未収金は、現年度使用料１０万８,４９０円で、徴収率９８.６８％と、過年度未収金

５１万１,１４０円で徴収率４５.９２％、新規加入金３５万円の合計９６万９,６３０

円です。 
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  流動資産の合計は６９９万６３５円で、資産合計は２億８,７６４万５,９５０円とな

ります。 

  ８ページをお願いします。 

  固定負債は企業債残高５,００３万４,５８８円、流動負債は翌年度に償還する企業債

４７９万６,４４９円、未払金は３月末に発生した電気料や委託料等で２６１万６,５６

８円。 

  引当金は翌年度の６月に支給される賞与関係で５１万７,０００円、流動負債合計は

７９３万１７円です。 

  繰延収益は、長期前受金として収益化後の残高６,５６５万１,６０２円で、負債合計

は１億２,３６１万６,２０７円となります。 

  資本金は１億３,４９４万８,２４８円で、資本剰余金は３,４５２万１,２５０円、利

益剰余金はマイナスの５４３万９,７５５円で、剰余金合計は２,９０８万１,４９５円

で、資本合計は１億６,４０２万９,７４３円となり、負債資本合計は資産と合致した２

億８,７６４万５,９５０円でございます。 

  ９ページからは注記事項、１１ページからは附属資料でございます。 

  附属資料の（２）経営指標に関する事項で、経常収支比率が８１.２２％、経費回収

率も３２.７３％と水準を下回っている状況にございます。小規模な集落の下水道事業

のため、収益が上がるものでもございません。また、経費の中には減価償却費も含まれ

ております。前年度では、機能強化工事を実施しているため、当面は必要最小限の維持

管理経費で対応できるとは考えておるものの、水準に達することは困難な状況にありま

す。 

  引き続き適正な維持管理等に努めてまいります。 

  １４ページには業務量を掲載しており、区域内人口、接続人口とも大きな変動はござ

いません。 

  先ほど申し上げました経費回収率が前年度に比べ大幅に低下しておりますのは、前年

度は特別会計であったため、減価償却費の概念がございませんでした。現金の支出がな

い費用も企業会計に含まれておりますので、率が下がったものでございます。 

  使用料単価は１立米当たりどれだけ収益を得ているか。汚水処理原価区は１立米当た

りにどれだけ費用がかかっているかを示す指標でございます。 

  先ほど申し上げましたとおり、収益に対する費用が大きい状況にあります。しかし、
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減価償却費といった資本費まで料金収入で賄うことは負担が大きく困難な状況にありま

す。 

  １７ページは、１年間の現金の動きを示したキャッシュフローでございます。 

  業務活動によるキャッシュフローは、料金等の収入と、人件費や維持管理に要した費

用の支出により７６１万５,３５３円の支出、財務活動によるキャッシュフローでは、

公営企業会計適用債による起債収入と企業債償還による支出、償還に対する一般会計か

らの出資金による収入で、１１０万１６８円の収入で、資金増減額は６５１万５,１８

５円の減少で、資金期末残高は６０２万１,００５円となります。 

  次のページからは明細書を添付してございます。 

  以上で令和６年度農業集落排水事業決算の報告とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いします。 

  続きまして議案書の８ページをお開きください。 

  議案第７４号、令和６年度紀美野町東部簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定につい

て。 

  地方公営企業法第３０条第４項の規定により標記決算を別冊により、別紙監査委員の

意見書（写）をつけて、議会の認定に付する。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  別冊の令和６年度紀美野町東部簡易水道事業決算書により御説明申し上げます。 

  決算書の１ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町東部簡易水道事業決算報告書でございます。 

  東部簡易水道も、農業集落排水事業と同様に今年度が初めての企業会計決算でござい

ます。 

  収益的収入の決算額は２億５,９８４万５,０８７円で、支出の決算額は２億９,４２

９万４,３９７円となり、減価償却費が大きく赤字決算となっております。 

  また、繰越予算につきましては、令和５年度発生の河南浄水場災害復旧事業費を計上

してございます。 

  ２ページの資本的収支です。 

  収入の決算額は７,５０４万６,０００円で、建設改良工事の起債、企業債償還に係る

一般会計からの出資金でございます。 

  支出の決算額は７,４６５万２,４１０円でございます。 
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  今年度は、県道岩出野上線の老朽管布設替え工事と神野市場での仕切弁交換工事を実

施しております。 

  次に３ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町東部簡易水道事業損益計算書でございます。税抜き表示になりま

す。 

  営業収益でございます。 

  給水収益は８,１６０万１,６０１円で、調定額で１６２万９,２２２円、１.８ポイン

トの減収でございます。 

  その他営業収益は、新設加入の申請手数料や材料売却益で３４万８,７６８円。 

  営業収益は８,１９５万３６９円となります。 

  次に営業費用です。 

  原水及び浄水費は、浄水場施設の維持、動力費、薬品費、水質検査費が主なもので、

今年度では令和５年度繰越分の災害復旧費１,９００万円が含まれており、４,０８１万

５,６２４円。 

  配水及び給水費は、人件費、配水施設の維持・修繕・動力費や検針等の委託料で３,

８５１万６,７８０円。 

  業務及び総係費は、人件費、保険や会計・料金システムの使用料や賃借料、また今年

度では、令和７年度に実施する毛原簡易水道の新水源工事のための変更認可設計業務６

００万円を含み、４,１１７万１,８１４円。 

  減価償却費は１億４,９７８万７,６６１円で今年度からの計上となります。現金の支

出はありません。 

  資産減耗費は、建設改良工事の布設替え工事による減耗費として１７１万６,４７０

円ですが、こちらも現金の支出はありません。 

  営業費用は２億７,２００万８,３４９円となり、営業収支は１億９,００５万７,９８

０円の損失でございます。 

  ４ページをお願いします。 

  営業外収益です。 

  受取利息及び配当金は、普通預金の利息４,２６２円。交付金は県移譲事務交付金２,

０００円。他会計補助金は経常費用の不足額に対する一般会計補助金２,５２８万２,０

００円、長期前受金は１億２,４２３万４,３３６円で現金の収入はございません。 
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  雑収益は、新規加入金や消火栓設置工事負担金、消費税の還付、災害復旧に係る共済

金で１,２７４万４,６００円。 

  補助金は、災害復旧に係る国庫補助金５７６万９,０００円。 

  営業外収益は１億６,８０３万６,１９８円となります。 

  営業外費用です。 

  支払利息は企業債の利息８５５万８７７円。 

  雑支出は特定収入における消費税調整額及び消火栓設置工事や過年度還付金で３２２

万１,８５１円、営業外費用は１,１７７万２,７２８円で、営業外の収支は１億５,６２

６万３,４７０円の収益となり、経常収支は３,３７９万４,５１０円の損失となります。 

  これに、６月に支給される賞与引当金、５年度分の消費税納付額、不納欠損に備えた

貸倒引当金として計上した特別損失４４７万３００円を加え、当年度純損失は３,８２

６万４,８１０円となります。 

  今年度が企業会計開始年度のため、当年度未処理欠損金も増額となります。 

  ５ページは剰余金計算書でございます。 

  当年度の変動額として、資本金には建設改良工事の町単独事業分及び企業債償還金の

財源として一般会計から出資を受けており、３,５２４万６,０００円の増加により、２

億５３万９,１６４円。 

  利益剰余金はマイナスの３,８２６万４,８１０円のため、資本合計は３０１万８,８

１０円の減少で、２億２,７９９万６,５５１円となります。 

  ６ページの欠損金処理計算書でございますが、今年度の欠損金３,８２６万４,８１０

円は、翌年度へ繰り越すものでございます。 

  ７ページを御覧ください。 

  貸借対照表でございます。 

  東部簡水も今年度から企業会計のため、６年度当初時点での資産価値を算定し計上し、

残りの償却年数により償却を行っており、減価償却累計額は、本年度決算額の計上とな

ります。 

  ２４ページに明細書を添付してございます。 

  固定資産の合計は１８億７,３２０万３,６１６円です。 

  流動資産につきまして、現金預金は普通預金３,８９９万５９３円。未収金は、現年

度使用料１０４万８,５３２円で、徴収率９８.８３％、過年未収金１９１万５,５１６
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円で、徴収率２１.８５％と消費税還付金１５２万８,８１８円で、今年度において、時

効や自己破産、死亡などの理由で徴収できなくなった債権１１８万８,４４５円につい

て、不納欠損処理をさせていただきました。 

  これにより、未収金は４４９万２,８６４円で、不納欠損に備えた貸倒引当金１３６

万５,５５５円を差し引き、未収金残高は３１２万７,３０９円に、貯蔵品３０万５,４

３４円を加え、流動資産の合計は４,２４２万３,３３６円となり、資産合計は１９億１,

５６２万６,９５２円です。 

  ８ページをお願いします。 

  固定負債は企業債残高４億３,３６０万３,６０８円、流動負債は翌年度に償還する企

業債３,３５７万３,０００円、未払金は３月末に発生した電気料や委託料などで７４３

万７,４８６円、引当金は翌年度に支給される賞与等で３１１万６,０００円。 

  流動負債の合計は４,４１２万６,４８６円です。 

  繰延収益は、長期前受金の収益化後の残高１２億９９０万３０７円で負債合計は１６

億８,７６３万４０１円となります。 

  ９ページは資本で、資本金は２億５３万９,１６４円。 

  剰余金は、資本剰余金が６,５７２万２,１９７円で、利益剰余金はマイナスの３,８

２６万４,８１０円で、剰余金合計は２,７４５万７,３８７円。 

  資本合計は２億２,７９９万６,５５１円となり、負債資本合計は資産と合致した１９

億１,５６２万６,９５２円でございます。 

  １０ページからは注記事項。 

  １２ページからは附属資料となっております。 

  附属資料の給水人口においては、前年度比で８０人の減少となっておりますが、有収

水量が若干増加しております。全体的には給水量が減少しておりますが、６年度では猛

暑の影響か、夏季において使用量が前年度を上回ったことが影響しております。 

  有収率については、老朽管の更新や修繕により改善した地区もありますが、修繕によ

り一時的に上昇するものの、違う場所で漏水が発生しているような状況で、引き続き漏

水調査による修繕、耐震管への布設替えを実施し、改善に取り組んでまいります。 

  １３ページでは経営指標に関する事項として、経常収支比率や料金回収率を掲載して

おり、どちらも水準を下回る結果となっております。 

  中山間地域における簡易水道事業では家屋が点在しており、人口比率に対して施設規



－２７－ 

模が大きくなり、建設コストや維持管理コストが高くなる傾向にございます。 

  また、現金の支出を伴わない減価償却費なども計上されており、水準まで引き上げる

ことは困難ではございますが、引き続き維持管理や設備投資等の適正化に努めてまいり

ます。 

  次のページからは、主な工事や業務量を掲載しております。 

  １８ページのキャッシュ・フローですが、業務活動によるキャッシュ・フローでは、

料金等の収入と人件費や維持管理に要した費用により、４７７万１,０８２円の支出。 

  投資活動によるキャッシュ・フローでは今年度に実施した建設改良工事で３,８１５

万５,０００円の支出。 

  財務活動によるキャッシュ・フローとして、建設改良工事の起債、公営企業会計適用

債、災害復旧事業債の借入れによる収入、企業債の償還による支出、企業債償還等に係

る一般会計からの出資による収入で４,８２６万４,０９０円の収入。 

  これにより資金増減額は５３３万８,００８円の増加となり、資金期末残高は３,８９

９万５９３円となります。 

  次のページからは明細書を添付してございます。 

  以上で令和６年度東部簡易水道事業決算の報告とさせていただきます。よろしくお願

いします。 

  続きまして議案書の９ページをお開きください。 

  議案第７５号、令和６年度紀美野町西部簡易水道事業会計歳入歳出決算の認定につい

て。 

  地方公営企業法第３０条第４項の規定により標記決算を別冊により、別紙監査委員の

意見書（写）をつけて、議会の認定に付する。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  別冊の令和６年度紀美野町西部簡易水道事業決算書により御説明申し上げます。 

  決算書の１ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町西部簡易水道事業決算報告書でございます。 

  収益的収入の決算額は１億３,０７９万４,１１９円で、前年度比１,７９９万２,６２

３円の減で、給水収益の減と、下佐々浄水場更新工事の事業費の減による消費税還付額

の減少でございます。 

  支出の決算額は１億８,１６３万３０１円で、前年度比８,７４５万８,０４０円の増



－２８－ 

加につきましては、下佐々浄水場完成に伴い、旧施設の除却費を計上したことが主な理

由で、現金の支出はございません。 

  ２ページの資本的収支です。 

  収入の決算額は３億３,９６０万円で、下佐々浄水場更新工事の繰越分が含まれてお

り、前年度比２億４,８５５万２,３３６円の減は、同事業費の減による企業債借入額の

減です。 

  支出の決算額は３億５,４４１万８,０７７円で、同様に２億５,５８４万８,２２７円

の減でございます。 

  次に、３ページをお願いします。 

  令和６年度紀美野町西部簡易水道事業損益計算書でございます。税抜き表示となりま

す。 

  営業収益でございます。 

  給水収益は水道使用料で８,０６９万２,９９６円、１６６万９,５２８円減で２ポイ

ントの減少。 

  その他営業収益は、給水等の新設に要する材料費や各種申請手数料で、４２万５,６

６８円の減、７３万７,８０２円。申請件数の減でございます。 

  営業収益は２０９万５,１９６円減の８,１４３万７９８円となります。 

  次に営業費用です。 

  原水及び浄水費は浄水場の施設の維持、動力費、薬品費、水質検査等の委託料で、２

２３万９,４８１円減の１,３０８万２,８０５円。浄水場が新しくなり省エネによる動

力費の減でございます。 

  配水及び給水費は、人件費、配水施設の維持修繕、動力費や検針等の委託料で６９万

９,９４４円の減の２,３９０万９,０２９円。 

  業務及び総係費は、人件費や保険、会計・料金システム使用料や賃借料など主に事務

に要する経費で５４万９,５５１円減の１,９９８万３,３３２円。 

  減価償却費は１１２万９,８６６円減の１,７９４万９,６７７円。 

  資産減耗費の８,３６４万１,７５６円は、８,３５２万５０６円の大幅増加で、下

佐々浄水場の更新に伴う旧施設の除却費によるものでございます。 

  営業費用は８,０３０万１,５３２円増の１億５,８５６万６,５９９円となります。 

  営業収支は８,２３９万６,７２８円マイナスの７,７１３万５,８０１円の損失でござ
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います。 

  次に４ページをお願いします。 

  営業外収益です。 

  受取利息及び配当金は、定期及び預金利息で１３万７,６３４円増の１５万７,２４７

円で、利率の増加によるものでございます。 

  交付金は、県移譲事務交付金で３,０００円、他会計補助金は、繰出し基準に基づく

児童手当及び簡易水道事業債の交付税分となっており、企業債の増加により４４７万１,

０００円増加の９３４万６,０００円。 

  長期前受金は３１５万３,８２０円増の４３９万７,２５５円で、主に給水車の償却開

始による増加でございます。 

  雑収益は、新規給水加入金などで３０万６,７７０円減の１５９万６,９３８円で、新

規加入や消火栓設置負担金の減です。 

  営業外収益は７４５万２,６８４円増の１,５５０万４４０円となります。 

  営業外費用です。 

  支払利息は企業債の利息で７７５万５,２４２円増の１,８５２万４,４８５円。起債

借入額の増加です。 

  雑支出は消火栓設置工事の減で４２万６,７３２円の減、９,４０８円につきましては

凍結等宅内漏水減免過年度減免還付金です。 

  営業外費用は７３２万８,５１０円増の１,８５３万３,８９３円となります。 

  営業外収支は３０３万３,４５３円の損失となり、経常収支は８,２２７万２,５５４

円マイナスの８,０１６万９,２５４円の経常損失となります。 

  これに特別損失として、不納欠損に対する貸倒引当金１５５万円と合わせ、当年度純

損失は８,１７１万９,２５４円で、前年度繰越利益剰余金３億１,７９８万９,３５７円

と合わせ、当年度未処分利益剰余金は２億３,６２７万１０３円となります。 

  ５ページは令和６年度剰余金計算書でございます。 

  当年度変動額は、利益剰余金がマイナスの８,１７１万９,２５４円で、２億３,６２

７万１０３円、資本合計は４億５,１３５万７６１円となります。 

  ６ページの剰余金処分計算書ですが、当年度末残高の２億３,６２７万１０３円の利

益剰余金は翌年度へ繰り越すものでございます。 

  ７ページを御覧ください。 
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  貸借対照表でございます。固定資産につきましては昨年度までは下佐々浄水場が完成

するまで建設仮勘定に事業費を計上しておりましたが、今年度完成したことにより、各

部門に分配しており、旧施設については取得額及び累計額から処分しております。 

  ２５ページに明細書を添付しております。 

  有形固定資産の合計は１８億２４３万９,８７５円となり、無形固定資産のソフトウ

ェアにつきましては、１００％償却で今年度で償却済みとなる表記になります。 

  流動資産は、現金預金が定期及び普通預金で５,７５６万３,７３２円増の４億１,６

０３万６,２９９円、前年度の消費税還付による増加です。 

  未収金は、消費税還付額の減少により２,３８１万４,０１０円の減で、未収金の内訳

といたしまして、現年使用料６６万９,１２１円で、徴収率は９９.２５％、過年度使用

料２２６万８,２９９円で徴収率１１.７９％と、消費税還付金２,５５９万７,００７円、

新規加入金や手数料等で１０万９,６８１円で、今年度自己破産や死亡等により徴収で

きなくなった債権９２万７,９１１円を不納欠損処理を行い、未収金は２,８６４万４,

１０７円で、次年度以降の不納欠損に備えた貸倒引当金額１５０万８９円を差し引き、

未収金残高は２,７１４万４,０１８円、これに貯蔵品３０万５,４３４円を加え、流動

資産合計は４億４,３４８万５,７５１円となり、資産合計は２億３,９４８万８,９２８

円増の２２億４,５９２万５,６２６円となります。 

  ８ページをお願いします。 

  固定負債は企業債の残高、修繕引当金の合計で企業債借入れにより、３億２,５９０

万７,９５５円増の１７億２,５５５万２,１１７円。 

  流動負債は、翌年度に支払う企業債、年度末に発生した電気料や委託料等の未払金、

翌年度に支払う人件費の引当金として３０万２,５１８円減の１,８３５万１,２０２円。 

  繰延収益は長期前受金の収益化後の残高５,０６７万１,５４６円。 

  負債合計は１７億９,４５７万４,８６５円でございます。 

  ９ページの資本の部です。 

  資本金は２億１,５０８万６５８円。剰余金は利益剰余金として８,１７１万９,２５

４円マイナスの２億３,６２７万１０３円。 

  資本合計は４億５,１３５万７６１円となり、負債資本合計は資産と合致した２２億

４,５９２万５,６２６円でございます。 

  １０ページからは注記事項。 
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  １２ページからは、決算附属書類となっています。 

  給水人口は１１２人の減少で、水需要も減少しております。 

  １３ページには経営指標に関する事項を記載しており、経常収支比率、料金回収率が

前年度と比較して大幅に減少している理由については、下佐々浄水場更新工事の完成に

伴い、旧施設の除却費を計上したことにより、一時的に大幅な減少となっております。 

  今後も継続的に設備投資を行う必要があり、次年度からは取得資産の減価償却が発生

することからも、水準には至らないものと考えており、経費削減、適正な維持管理や設

備投資に努めてまいります。 

  管路の経年化率も増加傾向にあり、計画的に更新を行っていきたいと考えております。 

  更新率については、今年度で布設替えを行った実績を掲載しております。 

  次のページからは、主な工事や業務量を掲載しております。 

  １８ページのキャッシュ・フローですが、業務活動によるキャッシュ・フローは、料

金等の収入と人件費や維持管理に要した費用であり、現金の支出や収入がない減価償却

費や資産減耗費、長期前受金は除かれますので、４,１４９万８,７３７円の収入。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、建設改良事業費として３億８８３万７２８円

の支出。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、建設改良費に係る企業債収入及び企業債償還

の支出で３億２,４８９万５,７２３円の収入。 

  資金増減額は５,７５６万３,７３２円の増加で、資金期末残高は４億１,６０３万６,

２９９円となります。 

  次のページからは明細書を添付してございます。 

  以上で、令和６年度西部簡易水道事業の決算の報告とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

（水道課長 長生正信 降壇） 

○議長（七良浴 光）    説明が終わりましたので、決算審査の結果について報告を

求めます。 

  菊本代表監査委員。 

（代表監査委員 菊本邦夫 登壇） 

○代表監査委員（菊本邦夫）    ただいま水道課長から令和６年度の決算について報

告がございましたので、私から審査報告をさせていただきます。 
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  議案書１９ページから２３ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町公営企業歳入歳出決算審査意見書。 

  令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計について、地方公営企

業法第３０条第２項の規定により、町長より決算審査の請求を受け審査したところ、執

行上に遺漏なく、勘定科目と収入、支出票及び証拠書類と符合一致しましたので、本会

計決算は正確であるものと認めました。 

  農業集落排水事業会計においては、滞納分の施設使用料について徴収率の向上を認め

ました。 

  公平負担の原則から徴収率の改善に向けた体制の強化や納付啓発により、引き続き収

入未済額の回収に努めていただきますようお願いします。 

  簡易水道事業会計においては、過年度水道料金の未納額が減少していることを認めま

した。 

  公平負担の原則に則り、未収金の回収を確実に実施いただくようお願いいたします。 

  また、給水人口の減少により料金収入の見通しは依然厳しい状況にあり、特に西部簡

易水道事業においては、下佐々浄水場施設更新事業により、企業債残高が増加している

ことに加え、今後は老朽化した施設の維持管理費の負担も大きくなることが予想される

ため、中長期的な視点を持った損益状況の把握に努め、安定的な給水確保に努めていた

だくようお願いいたします。 

               令和７年８月２６日 紀美野町代表監査委員 菊本邦夫 

                           紀美野町監査委員 桐山尚己 

  続きまして２５ページをお開きください。 

  令和６年度紀美野町農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計の経営健全化審査意見

書について報告いたします。 

  町長から提出された農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計の資金不足比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを主眼とし

て審査を行いました。 

  農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる

事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 

  農業集落排水事業会計、簡易水道事業会計の資金不足比率は、経営健全化基準を下回

っている状況であり、指摘すべき事項は特にございません。 
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               令和７年８月２６日 紀美野町代表監査委員 菊本邦夫 

                           紀美野町監査委員 桐山尚己 

  以上で審査報告を終わらせていただきます。 

（代表監査委員 菊本邦夫 降壇） 

○議長（七良浴 光）    しばらく休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１０時４１分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（七良浴 光）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 

◎日程第１４ 議案第７６号 紀美野町火入れに関する条例の一部を改正する条例につい 

              て 

○議長（七良浴 光）    日程第１４、議案第７６号、紀美野町火入れに関する条例

の一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 

  吉見産業課長。 

（産業課長 吉見將人 登壇） 

○産業課長（吉見將人）    それでは、議案書の２６ページをお開きください。 

  議案第７６号、紀美野町火入れに関する条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町火入れに関する条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございますが、関係法令による用語の整合を図り、所要の文言修正を行う

ため、紀美野町火入れに関する条例の一部を改正するものでございます。 

  次の２７ページをお開きください。 

  紀美野町火入れに関する条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町火入れに関する条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の

表中下線の部分である。 

  第１４条第１項及び第２項本文中、異常乾燥注意報を乾燥注意報に改め、発令を発表
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に改めるものでございます。 

  改正の内容についてでございますが、過去に気象庁予報警報規定で、用語の改正がさ

れてございましたので、このたび整合を図るための改正でございます。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第７６号の説明とさせていただきます。どうかよ

ろしくお願いいたします。 

（産業課長 吉見將人 降壇） 

◎日程第１５ 議案第７７号 紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

○議長（七良浴 光）    日程第１５、議案第７７号、紀美野町美里の湯かじか荘条

例の一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を求めます。 

  髙田企画管財課長。 

（企画管財課長 髙田真孝 登壇） 

○企画管財課長（髙田真孝）    議案第７７号の説明をさせていただきます。 

  議案書２８ページをお開きください。 

  議案第７７号、紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  提案理由でございます。 

  美里の湯かじか荘の利用料金を改定し、物価高騰等による収益の減少に対応すること

により、同施設の安定的な経営を維持するため、紀美野町美里の湯かじか荘条例の改正

を行うものであります。 

  ２９ページを御覧ください。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次

の表中下線の部分でありまして、別表を改めるものでございます。 

  内容につきましては、施設の利用料金の上限額を改定するものでございます。 

  入浴料を大人６２０円を８００円に、小人を３１０円から４００円に改めます。 
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  宿泊料金につきましては、大人の宿泊は和室Ａを５,２３０円から７,０００円に、和

室Ｂを６,２８０円から８,５００円に、和室Ｃを８,３８０円から１万１,０００円に改

め、小学生の宿泊は和室Ａを４,１９０円から６,０００円に、和室Ｂを５,２３０円か

ら７,０００円に、和室Ｃを７,３３０円から９,０００円に改めるものです。 

  備考の２につきましては、繁忙期の料金加算を明記しています。 

  土曜日及び休前日の室料は、１,１００円の割増しとするを、次に掲げる日に宿泊す

るときは、１人につき１,１００円から３,３００円以内の額を加算するに改め、（１）

土曜日及び休前日、（２）４月２８日から５月５日までの日、（３）７月２２日から８

月３１日までの日、（４）１２月２９日から翌年の１月３日までの日、（５）町長が別

に定める日を新設しています。 

  そして、３特別期間（４月２８日～５月５日・７月２２日～８月３１日・１２月３１

日～１月３日）の室料は、１,１００円の割増しとするを削除するものでございます。 

  附則としまして、１ この条例は、令和７年１２月１日から施行する。ただし、次項

の規定は、公布の日から施行する。 

  ２ かじか荘の利用料金を定める手続きその他必要な行為は、この条例の施行前にお

いても行うことができる。 

  ３ 改正後の紀美野町美里の湯かじか荘条例は、この条例の施行の日以後の利用にお

ける利用料金について適用する。ただし、この条例の公布の日の前日までに行われた施

行日以後の利用に係るかじか荘の予約において、改正前の紀美野町美里の湯かじか荘条

例により利用料金の額を確定した場合における当該利用料金については、旧条例を適用

するとしてございます。 

  以上、簡単ではございますが、紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例

についての説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 髙田真孝 降壇） 

◎日程第１６ 議案第７８号 令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（七良浴 光）    日程第１６、議案第７８号、令和７年度紀美野町一般会計

補正予算（第３号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  曲里総務課長。 

（総務課長 曲里充司 登壇） 
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○総務課長（曲里充司）    それでは、議案書の３１ページをお開きください。 

  議案第７８号、令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）。 

  令和７年度紀美野町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億６,０７２万４,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億１,５６４万７,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費の補正） 

  第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条、債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

 予算に関する説明書に沿って説明させていただきます。 

 お配りしてございます補正予算説明資料も併せて御覧いただきたく存じます。 

 それでは、予算に関する説明書の３ページをお開きください。 

 まず、歳入でございます。 

  １０款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金３３万９,０００円の増額補正で、

住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う個人住民税の減収補塡の確定による地方特例交

付金３１万３,０００円、定額減税減収補塡特例交付金２万６,０００円でございます。 

  １１款地方交付税、１項１目地方交付税７,７２８万２,０００円の増額補正で、普通

交付税の確定によるものでございます。 

  １３款分担金及び負担金、１項３目災害復旧費分担金４０万円の増額補正で、農地災

害復旧事業分担金でございます。 

  １５款国庫支出金、１項３目災害復旧費国庫負担金５３３万３,０００円の増額補正

で、公共土木施設災害復旧費負担金でございます。 

  ２項１目総務費国庫補助金１,２７８万３,０００円の増額補正で、戸籍システムの機

能整備に係る社会保障・税番号制度システム整備費補助金で２７８万３,０００円、定
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額減税補足給付金に係る物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金１,０００万円でご

ざいます。 

  ２目民生費国庫補助金２００万円の増額補正で、地域診療情報連携推進費補助金で２

２万円、障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金で２２万円、地域診療情

報連携推進費補助金で１５６万円でございます。 

  ４ページになります。 

  １６款県支出金、２項２目民生費県補助金８９２万８,０００円の増額補正で、ラフ

ェスタ紀美野に見守りセンサー付きベッドを導入する地域医療介護総合確保事業施設等

整備費補助金でございます。 

  ８目教育費県補助金８４６万７,０００円の増額補正で、公立学校給食費無償化事業

費補助金でございます。 

  ９目災害復旧費県補助金２００万円の増額補正で、現年農地農業用施設災害復旧事業

費補助金でございます。 

  １９款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金で、３億６,８２４万５,０００円の減額

補正でございます。 

  ２目ふるさとまちづくり応援基金繰入金で８４６万７,０００円の減額補正で、小中

学校給食費無償化事業への繰入れを減額するものでございます。 

  ２０款繰越金、１項１目繰越金で６億４,３８０万４,０００円の増額補正で、前年度

繰越金の額の確定によるものでございます。 

  ２２款町債、１項１目総務債で６９０万円の増額補正で、Ｊアラート専用小型受信機

更新事業に充当する緊急防災・減災事業債でございます。 

  ２目民生債で８０万円の増額補正で、在宅育児支援事業に充当する過疎対策事業債で

ございます。 

  ３目農林水産業債で９０万円の増額補正で、農業経営支援事業に充当する過疎対策事

業債で８０万円の増額、大角地区農道新設事業に充当する合併特例債で７０万円の増額、

永谷地区農道法面排水対策事業等に充当する緊急自然災害防止対策事業債で６０万円の

減額補正によるものでございます。 

  ５ページになります。 

  ５目土木債５,９００万円の増額補正で、町道長谷国木原線落石防護事業に充当する

緊急自然災害防止対策事業債でございます。 
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  ７目教育債３５０万円の増額補正で、スポーツ公園リニューアル事業に充当する過疎

対策事業債で２億２５０万円、紀美野中学校体育館空調設置事業に充当する過疎対策事

業債で３５０万円、スポーツ公園リニューアル事業に充当する公共施設等適正管理推進

事業債の２億２５０万円の減額によるものでございます。 

  ８目災害復旧債５００万円の増額補正で、町道谷線道路災害復旧事業に充当する現年

補助災害復旧事業債２６０万円の増額、町道谷線の道路災害復旧事業に充当する現年単

独災害復旧事業債２４０万円の増額によるものでございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  予算に関する説明書の６ページをお開きください。 

  ２款総務費、１項８目自治振興費１０８万７,０００円の増額補正で、１１節役務費

で、新生町集会所土地分筆登記手数料７７万５,０００円、新生町集会所土地鑑定手数

料３１万２,０００円を計上してございます。 

  １１目防災諸費６９８万５,０００円の増額補正で、１７節備品購入費で、Ｊアラー

ト専用小型受信機更新のため、施設用備品を計上してございます。 

  ３項１目戸籍住民基本台帳費３１２万７,０００円の増額補正で、１２節委託料で戸

籍システム改修による電算システム改修委託料２７８万３,０００円、戸籍システム、

かんたん窓口システム端末設定のため、電算システム設定委託料３４万４,０００円を

計上してございます。 

  ３款民生費、１項３目老人福祉費９８８万１,０００円の増額補正で、１８節負担金、

補助及び交付金で、地域医療介護総合確保事業施設等整備費補助金８９２万８,０００

円、２２節償還金、利子及び割引料で、過年度返還金９５万３,０００円を計上してご

ざいます。 

  ４目障害者福祉費１,０９１万２,０００円の増額補正で、１２節委託料で電算システ

ム改修委託料３５６万１,０００円、２２節償還金、利子及び割引料で過年度返還金７

３５万１,０００円を計上してございます。 

  ５目老人医療費８,０００円の増額補正で、２２節償還金、利子及び割引料で、過年

度返還金８,０００円を計上してございます。 

  ７ページにわたりまして、６目重度心身障害者医療費２７万円の増額補正で、１２節

委託料で電算システムの改修委託料１３万２,０００円、２２節償還金、利子及び割引
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料で過年度返還金１３万８,０００円を計上してございます。 

  ７目子ども医療費２６万４,０００円の増額補正、１２節委託料で電算システムの改

修委託料を計上してございます。 

  ８目ひとり親家庭医療費１０５万５,０００円の増額補正で、１２節委託料で電算シ

ステムの改修委託料４万４,０００円、２２節償還金、利子及び割引料で、過年度返還

金の１０１万１,０００円を計上してございます。 

  １２目介護保険事業費３１万７,０００円の増額補正で、２７節繰出金で、介護保険

事業特別会計繰出金を計上してございます。 

  １４目定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業費１,０００万円の増額補正で、

１８節負担金、補助及び交付金で、定額減税補足給付金を計上してございます。 

  ２項１目児童福祉総務費３０５万円の増額補正、４目こども園費２９８万４,０００

円の増額補正、７目児童手当５８万円の増額補正で、いずれも２２節償還金、利子及び

割引料で過年度返還金を計上してございます。 

  ８ページになります。 

  ４款衛生費、１項２目予防費２４６万１,０００円の増額補正、３目母子衛生費１３

５万３,０００円の増額補正、５目成人保健対策費１６万８,０００円の増額補正で、い

ずれも２２節償還金、利子及び割引料で過年度返還金を計上してございます。 

  ２項１目清掃総務費１６６万７,０００円の増額補正で、１８節負担金、補助及び交

付金で、物価変動により、施設の管理運営に係る経費の増加が見込まれることから、紀

の海広域施設組合への負担金を計上してございます。 

  ５款農林水産業費、１項３目農業振興費は、農業経営支援事業に充当する過疎対策事

業債８０万円増額により財源変更を行うものでございます。 

  ７目農業用施設整備事業費は、合併特例債の大角地区農道新設事業７０万円、緊急自

然災害防止対策事業債の永谷地区農道法面排水対策事業、マイナスの７０万円、津川地

区農道斜面崩壊対策事業１０万円による財源変更を行うものでございます。 

  ９ページになります。 

  ２項１目林業総務費２００万円の増額補正で、１８節負担金、補助及び交付金で、自

伐型林業の地域おこし協力隊として、令和５年に着任した２名が町に定住し起業するこ

ととなるため、地域おこし協力隊起業支援補助金を計上してございます。 

  ２目林道維持費１８０万円の増額補正で、１４節工事請負費で林道幕谷線土砂撤去工
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事費を計上してございます。 

  ４項１目山村振興総務費６４万７,０００円の増額補正で、３節職員手当等で超過勤

務手当３７万３,０００円、１０節需用費、修繕料で短期滞在施設修繕料２７万４,００

０円を計上してございます。 

  ７款土木費、２項２目道路橋りょう新設改良費５,９００万円の増額補正で、１２節

委託料で、町道長谷国木原線落石防護工事測量設計業務委託料９００万円、１４節工事

請負費で、町道長谷国木原線落石防護工事費５,０００万円を計上してございます。 

  ８款消防費、１項１目常備消防費４６万７,０００円の増額補正で、１１節役務費で

旧消防庁舎建物表題登記手数料を計上してございます。 

  １０ページになります。 

  ９款教育費、１項２目事務局費７０万７,０００円の増額補正で、３節職員手当等で

特別職通勤手当６万２,０００円の減額、４節共済費で特別職共済費７６万９,０００円

を計上してございます。 

  ３目教育諸費、２項１目小学校学校管理費は、小中学校給食費無償化のため、ふるさ

とまちづくり応援基金から繰入れしておりましたが、県費の公立学校給食費無償化事業

費補助金分のみ繰入金を減額し、県補助金財源変更を行うものでございます。 

  ３項１目中学校学校管理費３５３万１,０００円の増額補正で、１２節委託料で紀美

野中学校体育館空調設置工事設計業務委託料を計上してございます。 

  ５項２目体育施設管理運営費は、スポーツ公園リニューアル事業に充当する公共施設

等適正管理推進事業債を２億２５０万円減額し、過疎対策事業債で２億２５０万円増額

する財源変更を行うものでございます。 

  １１ページにわたりまして、１０款災害復旧費、１項１目道路災害復旧費８００万円

の増額補正で１４節工事請負費で町道谷線道路災害復旧工事費を計上してございます。 

  ２項１目農地農業用施設災害復旧費４００万円の増額補正で、１４節工事請負費で中

谷農地災害復旧工事費を計上してございます。 

  １２款諸支出金、１項１目財政調整基金費３億２,４４０万３,０００円の増額補正で、

２４節積立金、財政調整基金積立金を計上してございます。 

  恐れ入りますが、議案書の３５ページをお開きください。 

  第２表繰越明許費補正でございます。 

  追加する事業は、７款土木費、２項道路橋りょう費、事業名が町道長谷国木原線落石
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防護事業、事業費が５,０００万円でございます。 

  第３表債務負担行為補正でございます。 

  追加するものは、行政事務等包括業務委託料で、令和８年度は８,６５５万３,０００

円、令和９年度は９,３０１万２,０００円、令和１０年度は９,８７１万５,０００円と

するものでございます。 

  第４表、地方債補正でございます。 

  変更するものは、過疎対策事業債で限度額を２億７６０万円増額の８億６,０３０万

円に、一般単独事業債で限度額を１億３,６５０万円減額の５億６２０万円に、災害復

旧事業債で限度額を５００万円増額の２億１,０５０万円に変更するものでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前に同じでございます。 

  以上で議案第７８号、令和７年度紀美野町一般会計補正予算（第３号）の説明とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（総務課長 曲里充司 降壇） 

◎日程第１７ 議案第７９号 令和７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（七良浴 光）    日程第１７、議案第７９号、令和７年度紀美野町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第２号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  森谷住民課長。 

（住民課長 森谷克美 登壇） 

○住民課長（森谷克美）    それでは、議案第７９号の補正予算について御説明させ

ていただきます。 

  議案書の３７ページをお開きください。 

  議案第７９号、令和７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。 

  令和７年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,７１２万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億６,１７９万３,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
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入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  予算に関する説明書１５ページをお開きください。 

  予算説明資料は１４ページからとなります。 

  歳入でございます。 

  ５款繰入金、２項１目財政調整基金繰入金で、１節財政調整基金繰入金１,１０９万

２,０００円の減額です。 

  ６款繰越金、１項１目、前年度繰越金で、１節前年度繰越金２,８２１万５,０００円

の増額です。 

  前年度繰越金の額の確定に伴う繰越金の増額と、歳出との差額について財政調整基金

の減額を行うものであります。 

  次のページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  ５款基金積立金、１項１目財政調整基金積立金で、２４節積立金１,４１０万９,００

０円の増額です。前年度繰越金の一部を財政調整基金に積み立てるものでございます。 

  ６款諸支出費、１項２目保険給付費等交付金償還金で、２２節償還金、利子及び割引

料３０１万４,０００円の増額です。前年度の保険給付費等交付金の返還金として計上

するものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、議案第７９号の補正予算に係る御説明とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（住民課長 森谷克美 降壇） 

◎日程第１８ 議案第８０号 令和７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

              号）について 

○議長（七良浴 光）    日程第１８、議案第８０号、令和７年度紀美野町介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）について議題とします。 

  説明を求めます。 

  森谷保健福祉課長。 

（保健福祉課長 森谷善彦 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦）    それでは、議案書の４１ページをお開きください。 

  議案第８０号、令和７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）。 
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  令和７年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５,５６８万７,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億２,３１８万５,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                   令和７年９月９日提出 紀美野町長 小川裕康 

  続きまして、予算に関する説明書の１９ページをお開きください。 

  予算説明資料は１６ページからとなりますので、併せて御覧ください。 

  歳入でございます。 

  ７款繰入金、１項４目事務費繰入金は３１万７,０００円の増額補正です。歳出の賦

課徴収費の増額に伴う一般会計からの繰入れでございます。 

  次に、２項１目介護給付費準備基金繰入金は１,３７０万７,０００円の減額補正で、

当初予算で計上した基金繰入金を減額するものでございます。 

  ８款繰越金、１項１目繰越金は６,９０７万７,０００円の増額補正です。繰越額の確

定により計上するものでございます。 

  続いて歳出でございます。 

  ２０ページを御覧ください。 

  １款総務費、２項１目賦課徴収費は３１万７,０００円の増額補正で、電算処理委託

料の増額でございます。 

  ４款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金は１,３８３万９,０００円の増

額補正で、繰越金の一部を積立てするものでございます。 

  ５款諸支出金、１項２目償還金は４,１５３万１,０００円の増額補正です。前年度の

介護給付費地域支援事業の実績により、国・県費の返還を行うものでございます。 

  以上で、簡単ですが議案第８０号の説明といたします。よろしくお願いします。 

（保健福祉課長 森谷善彦 降壇） 

○議長（七良浴 光）    以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

  明日１０日から１６日までの７日間、議案精読のため休会し、１７日午前９時から会
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議を開きたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（七良浴 光）    異議なしと認めます。 

  よって、そのように決しました。 

 散 会 

○議長（七良浴 光）    本日は、これをもって散会いたします。 

（午前１１時２４分） 


